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０．はじめに

本稿は経営学、とくに非営利組織論の立
場から、わが国の大学における経営改革の
分析モデルのあり方を問う基礎的な考察で
ある。

最初に本稿の背景について説明する。今
日を起点としてわが国の高等教育政策をふ
り返ると、1990年代は非営利組織である大
学を自律的な経営体とするための制度改革
が開始され、それに対応する形で2000年代
は大学において経営改革が進んだ期間であ
る。そしてそうした改革過程には二つの特
徴が見出される。一方はそれが政府によっ
て主導されたという点であり、他方は制度
改革における政策的な柱が大学の経営的自
律に据えられたという点である。

まず政府によって主導されたという点に
ついては、わが国において高等教育システ
ムの秩序維持を担ったのは文部（科学）省
である。そして戦後の独立・復興期から
1980年代までの高等教育政策の課題は、産
業界からの人材需要および急拡大する家計
からの高等教育需要への対応であり、政府
はそれに計画主義による量的管理（定員
管理）で対応した（黒羽, 2001）。しかし
1990年代を分岐点として、文部（科学）省
はそれまでの計画主義による大学定員の量
的管理を放棄し自由化（自律的な大学経営）

路線に転じた（天野, 1995）。
2002年８月になされた中教審答申「大学

の質の保証に係る新たなシステムの構築に
ついて（以下「質保証答申」）は「大学間
の自由な競争を促進するため、今後は抑制
方針を基本的には撤廃する」とした。加えて、
2005年１月、中教審答申「我が国の高等教
育の将来像」は「『高等教育計画の策定と
各種規制』の時代から、『将来像の提示と
政策誘導』の時代」への移行を宣言した。

次に政策的な柱が大学の経営自律性に据
えられたという点については、国立大学法
人化に象徴されるように、2000年代の高等
教育政策は大学の自律化を目指していた。
たとえば国立大学法人法の審議過程（2002
年４月25日第154回国会参議院文教科学委
員会）において、遠山文相は「これまでの
行政機関の一つの形態としてあった国立大
学でありますよりは、これは大変困難な作
業ではございますけれども、法人格を持た
せていく、そして自律性を高めていく、そ
のことが非常に大事ではないかなと考えて
いる」と、法制定の意図を述べた。それで
はなぜ1990年代以降に政府が進めた大学の
制度改革において、大学の経営的自律が課
題とされたのか。それには、産業構造のグ
ローバルな変化が関係している。

まず考察における理念型として産業構造
を基準に、製造業に代表される産業（工
業）社会をオールド・エコノミー、IT産
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業に代表されるポスト産業（工業）社会を
ニュー・エコノミーとし（ロバート, 2002）、
両者を比較する（表１）。

オールド・エコノミーにあっては経済成
長という文脈のもと、規模の経済や範囲の
経済といった「合理性」が価値の源泉となり、
それを実現するため巨大資本のもとで仕入
れから販売までを自社内に囲いこむ垂直統
合という戦略が採用された。これに対して
ニュー・エコノミーにあっては、 経済の成
熟という文脈のもと、企業は他社が模倣し
難い革新的な付加価値を供給することで市
場占有を目指したが、そこでの価値の源泉
はネットワーク（収穫逓増）の経済にあった。
その際、企業がそうした戦略を用いた背景
には、革新的な価値を意図的に出現させる
ことが可能となったという事情があり、そ
れがモジュール化を基盤としたオープン・
イノベーションという制御方法であった。

モジュール化とは、全体システムを複数
のサブ・システム－これをモジュールとい
う－に分割し、モジュールのインターフェ
イス（接続原則）を標準化することでモ
ジュール単位での修正や変更を容易にし、 
モジュール個々の機能向上の総和としてシ
ステム全体の品質や機能を向上させよう
とする制御方法である（青島・武石, 2004; 
34-35）。そしてこのモジュール化によって、 
閉鎖的、集権的、固定的であったオールド・
エコノミーの産業構造は、 特定ミッション

のもとに複数のモジュール（産業アクター）
が連結した開放的、分権的、流動的なネッ
トワークとなった（國領, 1995）。そして
モジュール間の相互作用が全体システムに
新たなイノベーションを引き起こすように、
自律した産業アクターの相互作用を通して
技術革新を引き起こそうとする仕組みが
オープン・イノベーションである（米倉・
星野, 2015）。

そこで大学とオープン・イノベーション
との関係については、 大学教授職は近代に
制度化されて以来、科学知識と専門職とい
う国家成長にとっての戦略的資本を供給す
るメタ専門職であり、それによって産業界
はニュー・エコノミーのオープン・イノ
ベーションの川上において知識と専門人材
を供給する産業アクターとしての役割を大
学が自らの判断で果たすよう要求した（経
団連, 2001a, 2001b）。そこで政府は外部社
会の要請に自律的に応答する大学、自律的
な行動を可能にする大学改革というロジッ
クに基づき、自律分散型の高等教育システ
ムを完成させるべく大学の管理法制を改め、
大学を自律的な経営体へと誘導したのであ
る。

次に1990年代以降において、わが国の大
学を自律的な経営体とするための法制度改
革を具体化させた政策を遡っていくと1998
年10月の大学審議会答申「21世紀の大学像
と今後の改革方策について―競争的環境の

出典；ロバート（2002）, 米倉・星野（2015）の論旨をもとに筆者作成

表１．産業構造の歴史的比較

オールド・エコノミー ニュー・エコノミー
該当する社会 産業（工業）社会 ポスト産業（工業）社会
経済の文脈 成長経済 成熟経済

産業構造の特徴 閉鎖的，集権的，固定的（計画や制度に
よって制御された経済）

開放的，分権的，流動的（グローバルなア
クターによって構成された流動的な経済）

価値の源泉（原理） 合理性・計画性（規模の経済，範囲の経済） イノベーション（ネットワークの経済）
技術革新の方法 クローズド・イノベーション オープン・イノベーション
経済の制御方法 制御者による集権的管理 中間組織（ネットワーク）の活用
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中で個性が輝く大学―（以下「21世紀答
申」）」にたどり着く。

答申は大学に自律性が求められている背
景として、「高等教育機関全体で社会の多
様な期待や要請等に適切にこたえ」ること、
および「教育研究における国際的な通用性・
共通性の確保と国際競争力の強化に努めて
いかなければならない」ことをあげた。ま
たその際に課題としたのが、大学が「教育
研究上の要請にこたえて自律的かつ機動的
に運営」し得るような「自律性の確保」で
あり、そのための政策的手段が法改正を含
めた「各種制度の柔軟化」であった。

次に答申が提言した改革施策をみていく
と、主要な施策の一つが「責任ある運営体
制の確立」であり、それは「新しい自主・
自律体制の構築」、すなわち「開放的で積
極的な新しい自主・自律体制を構築するこ
と」とされ、その具体的な中身とは「全学
の教育研究目標・計画を学長が中心となっ
て責任を持って策定し、それを学内外に明
示する仕組み」など、大学内部の部局間関
係および学長権限の明確化であった。加え
て答申は大学がこれらの提言にどのように
むきあうべきかに言及し、「すべての大学
等において共通的に取り組んでいくことが
必要な事項のほか、各大学等がその理念・
目標に沿って自主的に判断することが適切
な事項も含まれている」とした。つまり外
部に対しては「自律的」であり、学内での
目標達成においては「主体的」であること
が、この答申が求めた大学像であった。そ
こで本稿は、自らが期待する大学像へ誘導
しようと制度改革を進める政府と、それに
対する大学側の反応との相互行為を分析す
べく、それに有効なモデルを構築しようと
するものである。

最後に本稿の目的と構成を説明する。本
稿の目的は、政府との依存関係にある大学が、
自らが埋め込まれた諸制度に対してどのよ
うな経営行動をとるのか、その分析モデル
を社会学的新制度論に準拠して確定させる

ことにある。その際、本稿の考察対象が制
度と大学との関係性であることから分析の
モデルを制度論に求める。そして制度を機
能性向上の道具ととらえるのが合理的選択
論である（ピータース, 2007; 75-109）。対
して、規範などの非合理性に注目し、文化
的な規範を介した社会秩序の発生という観
点から制度を論じたのが社会学的新制度論
であり（佐藤・山田, 2004; 196-202）、後の
１章で述べるように本稿は大学側の制度適
応を認知的で解釈的な組織現象ととらえる
ことから、分析モデルを社会学的新制度論
に求める。なお本稿では、社会学的新制度
論の基礎を築いたジョン・マイヤー（John, 
W. Meyer）について、マイヤーが名を連
ねた研究、またはマイヤーの問題意識を継
承する研究については、総じて「マイヤー
社会学」と表記する。

ただし本稿が社会学的新制度論に準拠し
ようとしても、「わが国の高等教育組織分
野では一部を除いて不思議なほどに新制度
主義の認知が遅れている」（藤村, 2022; 2）
という現状であり、準拠には慎重を期せざ
るを得ない。そこで本稿は、社会学的新制
度に準拠して、政府による1990年代以降の
大学管理制度改革に対する大学側の適応行
動に関する仮説および論点を構築すること
で、大学経営研究における分析モデルとし
ての可能性を提示する（１章）。そのうえ
で分析モデルとしての社会学的新制度論の
限界を明らかにし（２章）、その限界を克
服するための本稿としての代替モデルを述
べる（３章）。
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極的自由」という二つの側面がある（バー
リン, 1969; 295-390）。このうち消極的自由
とは、「他人によって自分の活動が干渉さ
れない程度に応じて、わたくしは自由だ」
という表現が意味するように、自らが他者
から干渉されていないという側面を「自
由」とみなす概念である（バーリン, 1969; 
304, 311）。これに対して積極的自由とは、

「理性的な行為であり、自分が自身の主人
でありたい、自らのあり方を外的な力では
なく自分自身で行いたい、客体（他者の奴
隷）ではなく主体でありたい」（バーリン, 
1969; 319-320）という表現が意味するように、
理性（目的論・道徳論）の自己決定性、す
なわち私が自分の価値規範に沿って私のあ
り方を決定し、私を規律するという概念で
ある。それでは以下のような事例は、どの
ように解釈すればよいのか。

18世紀後半、ドイツの諸領邦において
は啓蒙専制主義という統治形態が出現し
た。この統治形態の特徴は、臣民利益（公
共福祉）の拡大という大義が権力の源泉で
あり、それによって啓蒙専制主義国家は臣
民福祉への配慮義務を負う後見人的な性格
を有した（石部, 1969; l181）。こうした啓
蒙君主の例としては、「君主は、自己の支
配下にある人民の絶対的主人であるどころ
か、その第一の下僕」（屋敷, 1999; 17）と
述べたフリードリヒ二世（在位1740.5.31-
1786.8.17）が有名である。

ただしこの統治原理にはその先がある。
臣民と啓蒙君主とは社会的な契約関係にあ
り、君主は臣民を幸福にする義務を負う一
方で、臣民は臣民を幸福にしようと為政に
励む君主の政策に従わなければならない（木
村, 2000; 16, 60, 180-181）。そうした契約関
係のなかで、君主は臣民の後見人としてそ
の成長を期して教育を施すが、同時に臣民
に対して教育を受ける義務を課し、臣民の
精神的・身体的能力を国家発展のために使
用するのである（石部, 1969; 107, 109-10, 
112-3）。

１．社会学的新制度論に準拠した
研究事例

１．１．「他律的な自律化」のパラドクス

（１）問題設定

組織が複数集まった社会的な状態を組織
個体群という。そして社会秩序の構成また
は再構成には、管理者によって制御される
場合と、管理者が存在または関与せず、構
成者の自律分散的な相互行為によってなさ
れる「自己組織化」（今田, 1986）とがある。

2000年代とは、個々の大学によって構成
される組織個体群の秩序が、1990年代を分
岐点として旧から新へと変革する「再秩序
化」の過程であった。その際、1990年代以
降の高等教育の政策過程（羽田, 2021; 15-
28）をみれば、そうした再秩序化が、大学
個々の自発的なミッション選択による「自
己組織化」であったとはいい難い。そこで
本稿は、2000年代のわが国の大学における
経営自律化を目指した改革について、それ
が政府の政策誘導によって生じたことから

「他律的な自律化」という概念を用いて仮
説化する。

次に本稿が定義した「他律的な自律化」
について説明する。たとえば先の「21世紀
答申」が求めた大学像を探っていくと、そ
れは「自律的な大学」のみらなず「主体的
な大学」であった。そこで辞書（金田・池
田編1988『国語大辞典』第２版）によって
語意を確認すると、自律的とは「自分の規
律に従って行動したりすること。自分で自
分を制御すること」、対して主体的とは「［他
にたよらず］自分から（積極的に）活動し
てゆくようす」であり、両者は似て非なる
概念である。また自律とは、他者の支配か
ら脱し、自身の立てた規範にしたがって行
動することであるから、それは「自由」と
いう概念に通じる。

自由という概念には「消極的自由」と「積
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以上を整理すると、臣民が自らの理性的・
身体的な向上のために「主体的」に行動し
ているという範囲では「積極的な自由」に
見えるが、その前段において、臣民は自ら
のあり方を「自律的」には決定していない。
つまりそこでの臣民とは、国富のために啓
蒙君主によって「操作される客体」であり、
また君主による臣民への啓蒙とは、ヒュー
マニズムに基づく臣民の理性的な開放では
なく、国家君主としての功利的動機によっ
てなされたものである。それでは権力が、
国民を自らが意図する方向へと誘導すると
いう行為は、理論的にどのように正当化さ
れるのか。

マスグレイヴの財政理論によれば、権力
が有する欲求は「公的欲求」と称され、そ
れを実現しようとする行為は、次の二つの
場合に正当化される。一方は「社会的欲求」
の充足であり、これは私的欲求の総和であ
るものの、市場の失敗という資源配分の技
術的な欠陥によって市場がこの種の欲求を
充足することができないため、公的予算
によって措置される（マスグレイヴ, 1961; 
9-10）。

他方は「価値欲求」の充足であり、前述
の社会的供給の充足が私的な消費者選好と
一致する資源の配分を達成するための調整
政策であったのに対して、これは権力の意
思と消費者選好とが一致しない場合の資源
配分を実現するための調整政策である。

通常、「民主的な社会においては、なん
らかの社会的欲求を充足する決定は、独裁
的な形で課せられることはできない」（マ
スグレイヴ, 1961; 14）。ただし「消費者主
権は一般的な準則であるが、民主的社会の
含意のなかで知識あるグループがその決定
を他のひとびとに強いても、それが是認さ
れる場合が生じる」（マスグレイヴ, 1961; 
20）。それは、私的な消費者選好に反して
までも公的欲求を実現することが、結果
として「社会全体の厚生に寄与する」場
合、換言すれば財・サービスから得られる

利益が個人を超えて「そのサービスが与え
られる特定の場所ないし社会に住むすべて
の人々に帰属する」場合に、権力者は財政
による財やサービスの供給が正当化され
る。なぜなら私的な消費者選好に委ねた場
合、そうした財・サービスの供給は期待で
きないからである。その結果、全体的な利
益の実現においては、「市場機構の代わり
に政治的過程がおきかえねばならず、また
個人は集団の決定に従わされねばならない」

（マスグレイヴ, 1961; 13-14）。こうして、「価
値欲求」の充足においては、権力が私的な
消費者選好に介入しそれを是正することが
正当化される。

ただしこの理論は人道的・倫理的な問題
を内包している。それは、全体合理性の名
のもとに、理性的人間が非理性的な人間を
支配することを容認する権力の専制という
問題である。

（２）「他律的な自律化」のパラドクス

マスグレイヴの財政理論にみられる、全
体合理性の名のもとに展開する権力の専制
について、視点を変え二者間のダイアド関
係として読み解いていく。

バーリン（1969; 323）は、一見すると私
が彼の理性的な成長（「積極的自由」）を支
援しているかのごとき行為が、実は私が自
らの利益を得るために彼を操っているよう
な行為を、「積極的自由」のパラドクスと
して以下のように説明した。

彼は「より高次な自己」という目標に到
達する自由、すなわち積極的自由を有して
いる。そして私は彼が自ら進んで追求する
ことが当然視されるような彼にとって利益
のある高次の目標を彼に示す。そしてそう
した目標は、もし彼が啓蒙され私と同じく
らい理性的で、何が彼の利益かを理解でき
る人間であったならば決して私には抵抗せ
ず、自らの意志で進んで同一化するような
目標である。それゆえ彼のそうした目標達
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に代わって何が彼ら・彼女らにとっての高
次の自由なのか、それに至るにはどうすれ
ば良いのかを定め、高次の自由に自発的に
至るよう臣民を駆り立てるのである。しか
し積極的な「自由とは、自己支配であり、
自分の意志に対する障害の除去である」

（バーリン, 1969; 345）から、臣民の行為
は自分で自分を高次の世界へと導こうとす
る自律的な行為に見えるものの、その実態
は啓蒙君主の期待する人間像に自発的に同
一化する他律的な行為であり、そこに自律
性をめぐるパラドクスが存在する。

以上をメタファーとし、啓蒙君主をわが
国の政府、臣民をわが国の大学に置き換え
ると、 政府が進めた1990年代以降の制度改
革に対する大学側の適応行動については「他
律的な自律化」のパラドクスという仮説を
提起することができる。

この仮説は二つの要素から構成される。
一方は大学が自らの経営改革において主
体（I）なのか客体（me）なのか。他方は、
大学は経営改革における目標設定から目標
達成までの一連プロセスにおいてどの部分
を担うのか、である。これを総合すると「他
律的な自律化」においては、政府が目標設
定（大学があるべき姿の決定）を行うこと
から、そこでの大学は自らの経営改革であっ
ても政府の客体（me）である。また目標
達成の段階において、大学は所与としての
目標（政府が定めた大学像）への自己同一
化に「主体的」に励むという点において行
為の主体（I）となる。以上をもとに本稿
が1990年代以降の大学管理制度改革に対す
る大学側の適応行動を、表２に基づいて説
明する。

まず目標設定の段階において、誰が大学
のあるべき姿を決定するのかについてであ
る。大学の目標を大学が自らで決める場合
は「自律的」、他者が決める場合は「他律
的」となる。次に目標達成の段階であるが、
それを大学が強制される場合は「客体的」、
大学が自らの意思で進んで行う場合は「主

成行為は強制されたものではなく自発的な
行為なのだ。その結果、善意の他者である
私は、彼の「『真実』の自我の名において」、
彼を「嚇し、抑圧し、拷問にかけることが
できる。」（バーリン, 1969; 321-323）

こうした現象がパラドクスとされる所以
は、彼の行為は一見すると自律的と思えるが、
その実態は情報の非対称性によって他人で
ある私が善しと考えたものに彼が自分で自
分を束縛する自己教化である（バーリン, 
1969; 312）。それは、彼に利益が発生する
ことを根拠に、私が求める人間像を彼に強
制することが正当化されるとしても、そう
した行為が彼にとっての自律的な自己実現

（積極的自由）であるとは必ずしもいえな
い（バーリン, 1969; 323-324）。換言すれば、

「高次の自分」に成長しようする彼の主体
的な行動は「積極的自由」に見えるが、そ
の全過程を俯瞰すれば、彼は期待された人
間像へと到達するために、私によって制度
化された訓練メニューに沿って「主体的」
に自己教化するのであり、私によって決定
された人間像を、それがあたかも彼自身が
設定した人間像として同一化するという行
為は、彼にとっての「積極的自由」とはい
えない。

この「積極的自由」は、先述の18世紀後
半のドイツにおける啓蒙専制主義の実態を
読み解く概念として援用できる。これにつ
いては 同時代ドイツの哲学者カントの表
現を借りて説明すれば、啓蒙君主に見出さ
れた「『温情主義的干渉（パターナリズム）
は想像しうる限り最大の専制主義』」であっ
て、「温情に満ちた改革者は、他の人間で
はなく、自分自身の自由意志で採用した目
的にしたがって、そのひとびとを型には
めようとするのである」（バーリン, 1969; 
329）。

このように啓蒙的で温情的な権力は、臣
民福祉の実現を自らの存在目的（権力行使
の大義）として標榜しつつ、自らが理性的
であることによって、非理性的である臣民
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体的」となる。その際、大学には学問の自
由という法的前提があることで、たとえば

「私立大学等改革総合支援事業（2013年度
開始）」「スーパーグローバル大学創成支援
事業（2014年度開始）」など、その事業名
称に「支援」が冠されていることから読み
取れるように、政府が大学に対して財政投
資を行う際の大義は、大学のコントロール
ではなく、大学の「自律的」な経営改革に
対する支援である。

また大学の経営改革における制約条件と
しては、政府は2000年代において大学の基
盤経費を削減する一方、「21世紀COEプロ
グラム（2002年度開始）」、「特色ある大学
教育支援プログラム; 特色GP（2003年度開
始）」、「地（知）の拠点大学による地方創
生推進事業（2015年度開始）」など機能別
に競争的資金を用意し、そうした財政的な

「支援」によって大学がふさわしいミッショ
ン（機能）を自発的に選択するよう誘導し
た。つまり基盤経費が削減されたわが国の
大学が、学内の財政均衡を維持し生存を継
続するには、政府が設定した大学像に同型
化し、競争的資金を獲得せざるを得なかっ
たのである。

1990年代以降の大学管理制度改革におい
ては、「21世紀答申」にみられたように政
策上の建前は大学の自律的かつ主体的な行
為に対する支援であるからその位置は象限
Ⅳである。しかしその実態は政府が設定し
た「自律的な大学」という目標（大学像）

に、大学が「主体的」に同一化するのであ
るからその位置は象限Ⅱとなり、ここに「自
分の利益によって動いていると信じながら、
しかも実際には、かれの生活を、自分のも
のではない目的に捧げているという」矛盾

（フロム, 1965; 133）が存在している。
このように政府という他者によって設定

された「自律的な大学」という自己像に、
大学が主体的に同一化するという側面から
判断すれば、わが国の大学における2000年
代の経営改革とは、他律的な組織現象であ
り、それを以て本稿は「他律的な自律化」
のパラドクスと命名する。

そこでこの概念に基づきわが国の大学に
おける1990以降の経営改革のプロセスを説
明する。まず大学の経営改革の起点には「自
律した大学」という政府が制度改革におい
て期待する大学像（政策目標）があり、そ
してそこでの「自律」の真意としては「自
己規律的」というより「主体的」または「自
動的」と解釈するのが適切である。これに
ついては、明治時代の森文相期においては
帝国大学に対して政府の期待に自発的に従
うよう求めたが、そうした政策手法は「自
動」と評された（寺﨑, 2000; 122-123）。つ
まり1990以降の大学の経営改革において政
府が期待したのは、「自動」と評された森
文相期の帝国大学管理政策のように、政府
が期待する大学像という刺激スイッチを
押せば、大学側が反応し期待された大学
像に自動的に同型化するようなオートマ

出典；筆者作成

表２．目標設定と目標達成を基準とした大学の経営改革の類型

目標達成の段階
（大学はどのような態度で目標に臨むのか）

客体的 主体的

目標設定の段階
（設定者は誰か）

他律的
（設定者は政府） Ⅰ Ⅱ

自律的
（設定者は大学自身） Ⅲ Ⅳ
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受益者の主観に左右される。これによって
専門職については行為と結果の因果関係を
一律に判断することが困難となり、企業の
ような売上を以て成果を客観的に判定する
一元的な評価はなじまない。そこで専門職
の評価においては、あるルールに沿った行
為は合理的な結果をもたらすという約束事
が規範化され、制度化されたルールの順守
度という間接的な指標に基づき政治的な
評価がなされる（Meyer & Rowan, 1977; 
353）。その象徴が職業資格制度であり、そ
こでは、形式（手続き）合理性の獲得を以
て目的（機能）合理性の獲得と読み替える
文化的なレトリックがなされる（コリンズ, 
1984; 42, 43, 164-165）。ただし制度におけ
るレトリックはそうした機能に関するレト
リックに留まらず、今度は権力によって道
徳に関するレトリックがなされる。

道徳に関するレトリックは、「あるひと
びとによって加えられる強制を正当化す
るのに有機体的な暗喩」（バーリン, 1979; 
321）と説明される。それは、たとえば私
が彼に期待する人間像（役割期待）を、あ
たかも彼の内心から生まれた欲求として彼
に思いこませるような人間規律のためのレ
トリック（フロム, 1965; 223-225）である。

次に大学理事者側の戦略についてである。
まず権力によるレトリックを大学が懐疑し
ない原理については、被管理者が自らの利
害によって、管理者による命令を無自覚的
に受け入れるというバーナードの論理に
よって説明できる。

◆　（b）おのおのの個人には「無関心圏」
が存在し、その圏内では、命令はその
権威の有無を意識的に反問することな
く受容しうる。（c）集団として組織に
貢献している人々の利害は、個人の主
観あるいは態度に、この無意識圏の安
定性をある程度まで維持するような影
響を与えることとなる（バーナード, 
1968; 175）。

ティックな制御であった。そしてウエーバー
（1972; 86）によれば、こうした組織現象は
「或る命令を下した場合、習慣的な態度に
よって、特定の多数者の敏速な自動機械的
な服従」であるという意味において、政府
による大学の「規律」といえる。

それでは「自律」の意味がなぜ「自動
的」や「主体的」でなければならないのか。
それは大学には学問の自由が存在し、政府
は大学の教育や研究には干渉できないとい
う法制的な建前と、大学という高度な専門
性を有する組織を政府が直接コントロール
することは困難であるという管理上の現実
である。そこで用いられるのが、インセン
ティブを用意し、大学を政府の期待する大
学像に主体的または自動的に同型化させる
という財政を介した政策誘導である。これ
は、①政府は用途を制約しない基盤経費を
削減することで大学側が競争的資金を獲得
せざるを得ない状況をつくりだしたうえで、
②大学への資金助成プログラムを立案し、
③そこに政府が期待する大学像を盛り込み、
大学側がそれを満たした場合に資金助成を
行うという、政府による外発的な動機づけ
を利用した大学のコントロールである。

（３）大学が「他律的な自律化」のパラド
クスを見過ごす原理

ここからが本章の目的である、わが国の
大学における経営改革の分析モデルとして
の社会学的新制度論の可能性に関する考察
である。まず前提となる問いとしては、わ
が国の大学は自らに関する「他律的な自律
化」のパラドクスをなぜ見過ごすのかであ
り、その答えは専門職としての大学を規律
するために政府が用いる戦略と、それに対
する大学理事者側の適応戦略、によって説
明できる。

まず政府が用いる戦略についてである。 
大学は専門職組織であり、専門職は高度な
知識と技術を用い、またサービスの評価は
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つまり自らの利害のために権力関係に自
発的に参加する者は、権力者の命令が容認
し得る範囲にあるならば、無意識的にそれ
を受け入れるのである。

そこで論点を、大学理事者が組織の存続
のために命令を自明的に受容するという側
面に移すと、大学のような専門職に対して
は制度化されたルールの順守度という形式
合理性に対する評価がなされ、その順守度
に応じて職業特権や公的資源が付与される。
その際、ルールが機能的に有効か否かは重
要ではない。重要なのはルールの順守を通
じて自らの文化的な正当性を立証すること
であり、それ自体が自己目的化される。な
ぜなら制度化されたルールには期待や信念
などの社会規範が反映されており（Meyer, 
1972; 111-112）、そうした社会規範を充た
すことが職業特権や公的資源の付与に値す
る正当な存在と認められるための必要条件
となるからである。つまり大学のような専
門職組織においては形式合理性、すなわち
制度化されたルールの順守という儀礼こそ
が組織の生存戦略なのである（Meyer & 
Rowan, 1977; 353）。

生存戦略としての儀礼性の真骨頂とは、
言語化された制度的ルールを、あたかも実
在するかのごとくで物象化してとらえ、組
織内に機能や部門を形成する点にある。マ
イヤー社会学は、こうした言語表象と対象
物とを同一視するような情報処理的な認
知行為を「パッケージ化」や「ラベルの
貼り付け」と命名する（Meyer & Rowan, 
1977; 344, 349-350）。つまり専門職組織が
資源を得て生存するうえでは、言語化され
た制度的ルールが実際に何を意味するのか
よりも、そのようなラベルが付された機能
や構造を組織内に用意できるか否かが重要
となるのである。その結果、物象化による
ラベル貼りが奏功し、組織の生存が保障さ
れる限りは、自らが貼っているラベルへの
懐疑は生じないのである。

以上を以てわが国の大学が「他律的な自

律化」のパラドクスを見逃す原理を説明す
ると、その起点は、人間は日常をプラグマ
ティックな動機に従って生活しているため、
その関心はルーティーン・ワークを遂行す
るための実務的知識に向けられるという人
間の日常的現実である（バーガー＆ルック
マン, 1977; 72）。そして日常のなかで制度
から利害を得ているわれわれは、いったん
制度が成立してしまえば、それを疑問視す
ることなくそれを自明のものとして受け入
れ、かつ自らがそれを自明視していること
に気づかない。これは現象学でいうところ
の自然的態度である（バーガー＆ルックマ
ン, 1977; 32-47）。

たとえば、企業の係長職にある私にとっ
て、課長から命じられた業務が、会社全体
においてどのような意味を持ち、なぜ今そ
れをしなければならないのかという前提的
な知識よりも、命じられた業務を成功させ
るために日常のなかで慣習（ルーティーン）
化された知識（以下「常識」）の方が重要
である。仮に私が前提的な知識までフィー
ド・バックしなければ日常業務を遂行でき
ないならば、そのたびに業務は中断し、そ
の生産性は低下する。そこで私は、前提的
な知識から切り離され、慣習（ルーティー
ン）として親しんだ「常識」をそらんじる
かのごとく日常業務を遂行しつつも、「常
識」を自明視している自分には気づいてい
ない。このように自然的態度とは、日常的
慣習に支配されながらも、それを自覚し得
ないわれわれ人間の認知的態度を説明する
概念である。

そこでこの自然的態度という概念に基づ
けば、歴史的に教育への中央統制が強いわ
が国においては、政府が大学改革の目標設
定者（大学像の規定者）であることは、わ
が国の大学が明治以来の経験を通して学習
した「常識」であり、また大学は自らの目
標を必ずしも独力で構築しているわけでは
なく、制度を「模範解答」として目標を獲
得することも珍しいことではない。そして
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これらのことは目標設定の段階において、
自らが他律的な存在（me）であることを、
大学が無自覚的に了解していることと同意
である。

次に目標達成の段階において、大学は「自
らがいかにして永続するか」という日常生
活者としての問題意識のもとに、その関心
を政府が大学への職業特権や財政援助につ
いて規定した「制度化されたルール」にむけ、
政府が要求する大学像を物象化し、主体（I）
として自らをその大学像に同型化させるこ
とで職業特権や財政援助を確保し永続する
のである。そして制度的同型化が奏功して
永続を勝ち取る限り、自らが生きる日常的
現実への自己反省を封印し、従来の自然的
態度を保持するのである。以上が、わが国
の大学が「他律的な自律化」のパラドクス
を見過ごす原理である。

１．２．制度適応における大学間の認知的
な能力差

人間の行為は、自らが認知し理解した範
囲でしかなし得ないという意味において認
知的であり、それによって大学経営研究に
おいては制度化された環境に対する大学間
の「認知的な能力差」という新たな論点が
生まれる。

最初に議論の前提としてマイヤー社会学
の鍵概念である「制度化」について説明する。

「制度化」とは組織や社会が、価値規範を
介して一つの全体として秩序化された状態
を指す（セルズニック, 1963; 22, 27）。た
だしマイヤー社会学が制度化という概念を
見出したのは、近代における専門職業の制
度化（専門職業化）という社会構造である

（Meyer & Rowan, 1977; 345）。そしてマイ
ヤー社会学が示した「制度化」という概念
に、価値規範への同型化による全体秩序の
発生という、社会科学としての新規性と汎
用性があったことで領域を超えて流布した
が、その一方で、それが社会（非営利・公
共）セクターに位置する「専門職業の制度

化」に由来した概念であるという事実は埋
もれた歴史となった。

そこで専門職の制度化という現象が生じ
た歴史的舞台を確認すると、それが生じた
のは知識を生産労働に活用することで機能
的合理性を高めた近代社会であり、近代国
家は自らの統治エージェントとして専門職
を需要し、その供給のために職業資格の制
度化を図った。その際、職業資格の制度化
が意味することは、近代における労働の専
門分化（社会的分業）と、社会的資源配分
の属性（身分）主義から業績（能力）主義
への変化であり、それによって教育が地位
上昇のための投資先となり、大学は専門職
の養成機関として権威化した（ベル, 1975; 
473-474, 541）。

先述のように、専門職業に関する資格制
度においては、人間の認知能力の限界によっ
て、形式（手続き）合理性を目的（機能）
合理性に読み替える文化的レトリックがな
され、制度化されたルールの順守度という
形式（手続き）合理性は職業特権を得るた
めの必要条件となった。そしてマイヤー社
会学は、そうした専門職である教育組織の
なかに、制度化されたルールを儀礼（形式）
的に順守することで組織としての継続を勝
ち取るという生存戦略や、同じ制度的ルー
ルによって管理される教育組織は、個々の
組織属性の相違を超越して制度が求める機
能や構造を採用し同型化するという論理を
見出した。

そこでこれらの論理を机上論的に解釈す
ると、教育組織は永続するための生存戦略
として、制度化されたルールを儀礼的に順
守し、そうした行為の全体集合として教育
組織の機能や構造は同型化する、との結論
に至る。しかしこの解釈には二つ欠陥がある。
それはこの解釈が、①すべての教育組織が
制度化されたルールに対し一律に同様な反
応をとると仮定している点、②教育組織側
の反応を受動的で機械（ルーティーン・ワー
ク）的な情報処理とみなしている点である。
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教育組織全体が制度化されたルールに同
型化したとしても、そこに至るまでの意思
決定の過程は組織個々の文脈（学習能力や
経営体力）に応じて多様と考えるのが合理
的である。つまり教育組織の制度化された
ルールへの適応過程を分析する場合には、
教育組織間の「認知的な能力差」を考慮し
なければならないのではないかという問題
の提起であり、この問題の解法として社会
学的新制度論には活躍の余地があるという
の本稿の主張である。

たとえば、大学生にとって高等教育を受
けることは職業特権を得るための手段でも
ある。そして制度に基づいて行動する者が、
いかなる行為が賞罰対象となるのかを経験
から学習するように、大学生にとって教育
という制度には、職業特権を得るために自
らはどのように成長すべきかの「模範解答」
が内包されている（Meyer, 1970）。その結
果、大学生は制度を参照して自らを再構成
することで制度が正解とみなす状態に到達
することが可能になる。これはスコットが
示したように、制度が有する認知的な機能
であり、制度の参加者にとって制度とは一
義的には従うべき規則や規範であるが、そ
の背後に存在する思想や論理を理解できる
者にとっては、当該の状況においてどう対
応すればよいのかを教えてくれるScript（台
本）として利用できるのである（スコッ
ト,1998;64-73）。そこで先の大学生の例で
いえば、大学生は制度を参照し、将来どの
ような特権が得られるのか、その特権を得
るための条件として制度はいかなる自己像
を要求しているのか等の見通しを獲得し、
その自己像に自らを同一化させるのである

（Meyer, 1970; 567, Meyer, 1972; 59-60）。
このようにわれわれが将来において参加

を望む集団を定め、その価値基準を事前に
内面化し、将来の集団への参加に備える
ような先回した自己形成は、「予期的社会
化; anticipatory socialization」と称される

（マートン, 1961; 240-248）。そして大学生

が制度をScript（台本）として利用して予
期的社会化を遂げるという現象が意味する
ことは、制度は参加者に対して存在する目
的や目標を指し示し、参加者を、目的を自
覚した新たな主体（Subject）として創発
するということであり、そしてそうした主
体の創発機能は、大学の管理または支援制
度にも内包されていると考えるのが妥当で
ある。

ただし制度的な創発性は万人に一律に作
用するわけではない。なぜなら「制度が自
明視されるような環境において、アクター
は賞罰や義務感からでなく、そうするのが 

『自然』であるために、他の選択肢を検討
することなく、制度的定型を遂行する」（三
浦, 2000; 36）からであり、大学が経営改
革において政府が示した政策ラベルを、あ
たかも実在物のごとく物象化し、それを疑
うことなく内部に取り込むこと自体は自然
な行為なのである。

以上を理解したうえで社会学的新制度論
を再度確認すると、大学における経営改革
については認知能力に起因した個体間格差
という論点が浮上する。まず「組織は、制
度化された神話の規則から逸脱したときに
失敗するため、技術的効率性とは別次元で、
正当性の維持にかなりのコストをかけてい
る」（Meyer & Rowan, 1977; 352-353）、す
なわち脱連結decouplingという二重コスト
の負担である。そうした二重負担にもかか
わらず、制度化された公式の組織構造が機
能的であるというのは「合理化された神話」
であることから、制度的言説を額面通りに
受け取り公式構造のみを全力で構築して
も、それが大学としての技術的な実践にお
いて機能するという保証はなく、最悪の場
合、受益者ニーズへの技術的な不適応によっ
て組織の生存を脅かすことになる。逆に制
度的言説の背後に存在するロジックを理解
し、そこから自らの利害とその獲得方法を
把握し得る認知能力を持った大学は、制度
をScript（台本）として自らの経営戦略に
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るのである。ただしそうした規制的な側面
は、制度が機能的に合理的であるという前
提によって影響力を発揮するものであって、
①制度が機能的に合理的であるということ
が神話であること、②機能的であるか否か
を人間が評価するうえでは形式（手続き）
合理性を目的（機能）合理性に読み替え
る文化的レトリックがなされること、から
判断すれば大学による制度的規制への適応
は、社会からの規範的な圧力、すなわち制
度の規範的な機能への応答へと変質してい
る。そして規制的な理由であれ、規範的な
理由であれ、制度の変化とそれに対する大
学側の変化の相似性に関する理論は、制度
と大学との均衡関係論であり、そうした均
衡関係論においては、大学側の制度適応を
刺激に対する機械的な反応とみなす情報処
理モデルで説明できる。

次に論点を制度の認知的機能に移すと、
制度化されたルールは言語表象（言葉）を
介して大学に伝達され、大学がそれを受領
するパターンには、言語表象（言葉）をあ
たかも実在物のごとく内部に取り込む「物
象化」と、言語表象（言葉）を咀嚼し自ら
の文脈に沿って再構成する「意味解釈」の
二つがある。そして「物象化」は刺激と反
応の相似性だけが分析対象となることから
機械的な情報処理モデルによって説明でき
るのに対して、「意味解釈」は一連の解釈
プロセスが分析対象となることから情報処
理モデルではその具体的なプロセスがブ
ラック・ボックスとなり分析モデルとして
の限界を露呈する。その結果、本稿が制度
適応において大学が行っている「意味解釈」
を分析するには、社会が価値規範に対する
人間のミクロ的な認知行動から構成される
という視座が必要となる。その際、マイヤー
社会学はBerger & Luckmann（1967）の
知識社会学の視座に準拠したことで（スコッ
ト, 1998; 21, 48）、社会の秩序化を、知識

（言語表象）を介したミクロ認知的な相互
作用のレベルで把握することが可能である。

利用できる。つまり同じ制度的環境に位置
しても制度対応の仕方は必ずしも同じでは
なく、ミクロ的な認知能力の差によって自
然的態度に基づく受動的で機械的な情報処
理と、それを脱した能動的で有機的な意味
解釈に分かれるのである。

大学間にこのような認知的な能力差があ
るなかで、2000年代以降の政府による大学
への財政的な誘導は一律的な競争主義に
よってなされている。その際、財政的な誘
導においては経営資源に恵まれ有利な条件
にある大学がその優位性によって競争に勝
ち、さらに有利な立場に立つという「マ
タイ効果」が生じる（佐藤2018; 246, 256-
257）。しかも2000年以降の大学管理制度、
なかでも私立大学の管理制度は、歴史的に
形成された個体間の経営体力差および認知
的な能力差を不問としたまま、体力や能力
が弱い大学が順に高等教育市場から退出し
ていくことを前提に再構築されている（日
本私立学校振興・共済事業団, 2007）。

以上によって「認知的な能力差」は、一
律的で同一的とみなされがちな大学の制度
適応を究明する際の新たな論点といえる。

１．３．大学経営の分析枠組みとしての社
会学的新制度論の可能性

スコットが示したように、制度には規制
的な機能、規範的な機能、そして認知的な
機能という、三つの機能が内包されている

（スコット, 1998; 56-73）。前節の一つ目の
研究事例は、制度の規制的および規範的な
機能が大学に作用する原理を仮説化したも
のであり、二つ目の研究事例は、制度の認
知的機能をもとに、大学経営における制度
適応には個体差があるということを仮説化
したものである。

そこで大学経営を研究するための分析モ
デルのあり方を整理すると、まず専門職組
織としての大学の組織構造や資金助成のあ
り方はマクロ的な制度によって規制され
る。つまり制度の規制的な機能が発揮され
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よって制度適応としての大学の経営改革を、
ミクロ認知的行為から生じる組織現象とと
らえる研究においては、マイヤー社会学を
基礎に発展した社会学的新制度論は分析枠
組みとしての可能性を有している。

ただしマイヤー社会学自体は、教育組織
の制度適応をミクロ認知的に究明している
わけではない。そこで本稿は、大学による
制度適応をミクロ認知的に究明するための
前提として、次章において大学経営研究に
おける分析枠組みとしての社会学的新制度
論の限界について考察する。

２．大学経営研究における分析枠組
みとしての社会学的新制度論の限界

２．１　制度の秩序生成に焦点化した文化
的均衡論

制度的同型化論に象徴されるように、マ
イヤー以来の社会学的新制度論は、行為者
が制度を与件としたうえで制度に自己を同
一化させる集合的な結果として、組織個体
群に秩序が生成する原理を説明した。ただ
しその反動として、制度に埋め込まれた行
為者による制度変革を説明できない点が限
界として指摘された（松嶋・浦野, 2007）。
こうした意味において、社会学的新制度論
は、制度化されたルールへの同調による秩
序生成を論じた均衡論ではあるが、ルール
からの逸脱による秩序変革を論じた不均衡
論ではない。しかし本稿においては社会学
的新制度論が制度変革を論じない点を、分

析枠組みとしての限界とはみなさない。な
ぜなら営利組織と非営利組織とでは生存環
境が異なるからである。

たとえば、わが国における大学、学部、
学科の新増設に関する規制のように、政府
の公教育制度に埋め込まれた教育組織にお
いては、市場参入は政府によって規制され
る一方で、財政は政府投資に支えられるこ
とで、経営資源を獲得するための環境と技
術的成果（顧客満足）を得るための環境と
が異なり、組織生存における成功の基準が
二元的となる。そこで市場のような顧客へ
技術・製品・サービスを提供する環境が「技
術的環境」、組織の存続に必要な権限や経
営資源を得るための環境が「制度的環境」
としてそれぞれ定義された（Meyer, Scott 
& Deal, 1981; 151-154）。

続いてマイヤー社会学は、この二つの環
境からどのように影響を受けるかは、組織
の特徴に応じて異なるという論理を導き、
これによって教育組織は技術的環境からの
統制は弱いが、制度的環境からの統制は強
い組織類型に配置された（表３参照）。

表３に基づくと、制度的環境からの拘束
が強く技術的環境からの拘束が弱い教育組
織と、制度的環境からの拘束が弱く技術的
環境からの拘束が強い企業とでは生存環境
が異なり、制度からの拘束性が強い教育組
織の場合、制度への同型化が組織生存にお
ける優先的な課題となるため、行為者によ
る制度変革を論じない点は必ずしも分析枠
組みとしての限界を意味しない。

出典；Meyer & Scott（1991；124　Fig5.1)

表３．組織に対する二つの圧力

Institutional Controls
Stronger Weaker

Technical
Controls

Stronger 公共事業，
銀行，総合病院 製薬業 製造業

Weaker 精神科クリニック，学校，
法律事務所，教会

ヘルスクラブ，
チャイルドケア
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本稿の問題設定からすれば、焦点は制度
構成者による制度変革ではなく、制度構成
者が実際に、どのように制度に対応してい
るのか、その認知的行為の実態である。ゆ
えに本稿におけるマイヤー社会学の限界と
は、それが制度構成者における制度対応の
認知的な実態に踏み込まない点である。こ
の点についてDiMaggio ＆ Powell（1983）
は次のように指摘する。

◆　ジョン・メイヤーとその弟子たちに
関連する制度化のアプローチは、神話
と儀式の重要性を仮定しているが、こ
れらのモデルがどのように発生し、当
初は誰の利益になるのかを問うことは
していない。正当化されたモデルの発
生と、組織的分野の定義と精緻化に明
示的に注意を払えば、この問いに答え
ることができるはずである（DiMaggio 
＆ Powell, 1983; 157） 。

つまりマイヤー社会学は、制度的ルー
ルが教育組織に一斉に普及する論理は明
らかにしたが、起点となる制度的ルール
自体は与件として扱うため、制度的ルー
ルが誰の、どのような利益によって登場
し、普及するのかという制度的同型化のプ
ロセスがブラック・ボックスとなっている。
DiMaggioらはこうした点を限界として指
摘したのである。

２．２　制度的同型化の実プロセスに踏み
込まない背景

マイヤー社会学は、制度的同型化の論理
を明らかにしながらも、なぜ制度的同型化
の実際のプロセスの究明には進まなかった
のか。その理由は、マイヤー社会学が主に
米国の公教育システムを研究対象としてい
たためである。

近代国家としての成り立ちをみた場合、
米国は移民国家として公共をコミュニティ
において市民自らが担ったのちに近代国家

が誕生し公共サービスを提供した。そうし
た歴史性によって国家としてのマクロ的な
合理性は国家的集権主義ではなく、自由主
義または地方分権主義によって達成され、
そうした属性は「脆弱な国家と強力な社会」
と称される（藤村, 1995; 225）。

かくして米国は、分権的な自由主義に
よってマクロ集合的な合理性を維持するが、
その手段として採用されたのが職業資格の
制度化である。その結果、同国においては
学歴や職業資格が能力証明として実態視さ
れるようになり、そうした文脈のなかで教
育システムの制度化を機能的な非合理性に
よって説明するマイヤー社会学は、それま
で実態視していた資格社会が虚像であるこ
とを暴露する理論としてインパクトを持っ
た（藤村, 1995; 207-208, 221-222, 224-228）。

その際、マイヤー社会学は、公的助成に
よって成り立つ教育組織という専門職組織
を研究対象としていたことで、焦点は市場
での技術的交換ではなく政府との制度的交
換に据えられた。そして、政府との制度的
交換は制度的同型化という静態的な均衡論
によって説明できたことで、政治的諸アク
ターの権力関係や利害など制度的同型化の
実際の内的プロセスに言及する必然性がな
かった（藤村, 1995; 215-216）。

以上が、マイヤー社会学が制度的同型化
の内的プロセスに踏み込まなかったことの
背景である。そこで次章では、こうした限
界を克服するための代替案について検討す
る。

３．社会学的新制度論の
限界への代替案

３．１　先行研究

（１）　制度に対する組織の能動性

Oliver（1991）は、社会学的新制度論と
資源依存理論とを比較することで、前者の
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いる（渡辺, 2007; 95-96）。
資源依存理論は組織に能動性と戦略性を

認め、組織を制度に従うだけでなく制度に
働きかける主体的な存在とみなす。Oliver

（1991; 152-159）は、こうした組織観に基
づき組織の制度対応を規定する五つの先行
要因、制度対応において組織がとり得る五
つの戦略、および状況に応じた組織の戦略
選択について説明している。

まず組織の制度対応を規定する五つの先
行要因（表４）とは、組織における制度的
環境への適応の成果を決定づける要因であ
り、それは制度的環境への適応戦略を立案
するための前提として、組織の特徴や環境
の特性を分析し、制度的環境からの「圧力
がなぜかけられているのか、誰がかけてい
るのか、こうした圧力は何なのか、どのよ
うな手段でかけられているのか、そして、
どこでかけられているのか」（Oliver, 1991; 
159）について把握することを目的として
いる。

限界と、それを克服するための代替案を明
らかにしている。

Oliver（1991; 148-150）によれば、社会
学的新制度論の限界は、組織を制度の客体
とみなす受動的な組織観に起因している。
すなわち、パワーが制度管理者の側に一方
的に発生するという前提に立つことで、組
織側の利害は制度によって定義されること
となり、結果、研究における焦点は組織の
制度に対する遵法的な行動、すなわち制度
を自明視した非選択的な行動に据えられる
ことになる。

対して資源依存理論とは、オープン・シ
ステムとしての組織が生存に必要な資源を
外部に依存しているという状況に関する論
理である。組織にとって交換関係における
資源の一方的な依存は自らの生存における
不確実性であり、そこからの服従という権
力関係が生じる。ただし組織は外部への資
源依存から生じる不確実性に主体的・能動
的に対応し得るのであり、資源依存理論は、
そうした組織の対外部な対応戦略を論じて

先行要因 バリエーション

Cause；組織が制度に従う理由
（生存に必要な経営資源の確保）

A；制度的な正当性の確保
B；技術的な合理性（経済的な資源）の確保

Constituents；組織成員 A；成員の組織参加目的の多様度
B；組織目的達成における成員への依存度

Content；組織としての価値規範 A；制度的な組織目的と内部的な組織目的との整合性
B；組織としての裁量・自律性の獲得度合

Control；組織統制の手段と浸透度 A；法制（強制）化の程度
B；統制制度の浸透度

Context；環境の不確実性 A；将来の不透明性
B；他者との相互連関の複雑性

出典；Oliver（1991；160）を一部修正のうえ引用

表４．組織の制度対応を規定する先行要因
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次に五つの戦略（表５）とは、制度対応
の基本方針である「戦略」と、具体的施策
である「戦術」から構成され、組織が文脈

（他者との権力・パワー関係）に応じてい
かなる戦略を採用し得るかが示されている。

これをパワーが低い順から概説すると、
「黙認」とは組織が制度的圧力に屈服せざ
るを得ない状況での戦略である（Oliver, 
1991; 152-153）。以下、「妥協」とは自らも
譲歩するが相手にも譲歩させることで自
己の利害の極大化を目指す戦略（Oliver, 
1991; 153-154）。「回避」とは「適合の必
要性を排除しようとする組織の試み」で
あり制度的圧力から逃れようとする戦略

（Oliver, 1991; 154-155）。「反抗」とは、制
度的環境が求める価値規範や行動原理より
も、自らの価値規範や行動原理が重要であ
る場合、反抗することそれ自体が組織の
生命力を高める場合、に用いられる戦略

（Oliver, 1991; 156-157）。そして最後の「操
作」とは制度的環境からの圧力に対する最
も能動的な反応であり、制度的環境に働き
かけ、自らに対する期待や、それを表現・
強制しようとする情報源を積極的に変更す
るなど、制度的環境そのものをつくり変
えようする戦略である（Oliver, 1991; 157-
159）。

ただしOliverは、組織がいかなる戦略を
採用し得るかは、文脈、すなわち組織が発
揮し得るパワーに規定されるとしているこ
とから、分析においては政府と専門職組織
との権力的なパワー関係が、その時々の文
脈に応じてどのように変化しているのかを
考慮することが必要となる。そしてこのこ
とは、Oliverが組織の制度対応を規定する
先行要因（表４）としたうちの五番目の
Context（環境の不確実性）に該当する。

そこで最初に権力の定義と種類について

戦略 戦術 例

黙認

習慣化 制度の無意識または盲目的な順守

模倣 制度モデル意識的または無意識的な模倣

順守 制度の意識的な順守

妥協

バランス 利害関係者の期待のバランスをとる

鎮静化 相手の要求を鎮める

交渉 交渉を通じて譲歩を引き出す

回避

隠蔽 制度順守を偽装し、制度からの逸脱を隠蔽する

緩衝 組織の一部を制度的な統制から外す

逃避 組織の目標、活動、領域を変更し、制度的統制から逃れる

反抗

棄却 制度的に押付けられた規範や価値を無視する

挑戦 制度的に押付けられた規則や要件に異議を申し立てる

攻撃 制度およびそれを押付ける外部者を攻撃する

操作

取り込み 影響力のある利害関係者を取り込む

影響 影響力を行使し制度の価値や規準を作り替える

支配 制度の構成要素やプロセスを支配する
出典；Oliver（1991；152）を一部修正のうえ引用

表５．制度対応において組織が行使し得る戦略
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整理すると、権力とは「或る社会的関係の
内部で抵抗を排してまで自己の意志を貫徹
するすべての可能性」と定義される（ウ
エーバー, 1972; 86）。また権力関係の種類
については、合法的な階層関係、すなわち
垂直的な命令―服従関係と、自らの利害や
選好を達成するうえでの他者への影響力、
すなわち水平的な交換関係とがあり（大
月, 1990）、本稿は前者を垂直的パワー関
係、後者を水平的パワー関係とする。ただ
し、政府が制度を介して専門職組織に影響
力を行使する際の原理は複雑であり、 政府
は専門職組織を法制的に管理し得る垂直的
なパワーを持つと同時に、特権付与や財政
援助など専門職組織側の資源依存性を背景
とした水平的なパワーを有しており、さら
にそうした付与や援助は、専門職が政府か
ら制度的な正当性、すなわち規範（文化）
的な資源の贈与を得ていることを前提にな
される。

そこでこの複雑な構造をエツィオーニ
（1966; 13, 27, 30, 36）の権力論に基づいて
整理すると、権力の類型には強制的権力、
報酬的権力、規範的権力の三つがあり、専
門職組織がオープン・システムとして生存
に必要な資源を政府に依存することで、政
府は専門職組織に対する報酬的な権力（水
平的なパワー）を保持する。その際、報酬
の給付条件は法制度（制度化されたルール）
によって規定されることから、政府は法制
度を定め、専門職組織に制度化されたルー
ルの順守を求める強制的な権力（垂直的な
パワー）も有している。さらに制度化され
たルールには、期待や信念などの社会規範
が反映されていることから（Meyer, 1972; 
111-112）、その順守を求めることは、専門
職組織に対し文化（社会道徳）的な正当性
を求めることと同意であり、それによって
政府は専門職組織に対する規範的な権力も
有している。

その際、規範的な権力とは「前提を設
定する力であり、行動を形成し方向付け

る規範や標準を定義する力」（DiMaggio＆ 
Powell, 1983; 157）であって、さらにスコッ
トが指摘するように制度には認知的な機能
が内包されていることから、規範的な権力
の本質とは制度のScript（台本）機能のよ
うに、ある状況において・何を・どう解釈
すればよいのかを規定する「認知的なパ
ワー」であり、これこそが政府が専門職組
織を「規律」する際の行為の起点である。

以上を整理すると、①専門職組織がオー
プン・システムとして政府との経済的交換
を成立させるには、②制度化されたルール
の順守、すなわち強制的な交換を成立させ
る必要があり、③それにはさらに政府か
らの文化的な期待や要求を充足させるこ
と（規範的な交換）が先行要件となる。そ
の際、政府はある状況において・何を・ど
う解釈すればよいのかを規定する「認知的
なパワー」を有しており、モノの見方に影
響を与えることで、専門職組織を規律する。
こうして政府と専門職組織との間では③、
②、①の順で三種類の交換が重層的に並存
しているのである。そして重層的な交換の
うち、③は②および①の先行要件という理
由によって専門職組織が存続するうえでの
戦略的な課題となる。

そこで③の具体的な意味についてみてみ
ると、専門職組織が制度化されたルールを
儀礼的に順守するのは、③－政府との規範
的な交換を通じて文化的な正当性という希
少な資産を得ること－が、②の必要条件で
あることがその理由である。つまりは、政
府との政治的・経済的資源の交換を成立さ
せるには、先に制度的な正当性という政府
しか供給できない文化的な資源を獲得して
いることが条件となるのである。そしてそ
こでの政府は、 専門職組織に対する認知的
なパワーを発揮し、専門職組織がどうある
べきか、その認知枠組みを規定し、 政府が
期待する専門職組織像に自発的に到達する
よう規律するのである。

次にパワー関係が、その時々の文脈に応
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じてどのように変化するのかという視点で
ある。これについては政府と専門職とのパ
ワー関係は、政府―専門職組織間での財政
援助と専門サービスとの交換において、ど
ちらが希少な資源なのかによって相対的に
決定される。たとえば、潤沢な税収の中で
大学教員が不足するという文脈では、大学
教員のパワーが相対的に上昇し、税収が落
ち込む中で大学が飽和状態にあるという文
脈では政府のパワーが相対的に上昇する。

以上、本稿は資源依存理論の能動的な組
織観と、文脈に応じた戦略の行使という視
点を獲得したことで、先に確認した社会学
的新制度論の限界を克服し得る。

（２）　言説を介した知的専門職業の制度化

社会学的新制度論は、行為者が制度化さ
れたルールをScript（台本）として利用し
得る点を明らかにした。その際、制度化さ
れたルールとは政治的な言説であり、マイ
ヤー社会学が準拠する社会的構成主義の視
座（Meyer & Rowan, 1977; 343）からすれ
ば、制度的同型化とは、教育組織が相互作
用を通じて政治的な言説を客観的な事実と
して物象化し、それに対する自己同一化の
結果として生じるのである。

先述のように、制度的同型化の歴史的起
源は近代における専門職業の制度化であっ
た。そして近代の西洋で知的専門職が出現
する社会的な構造を、言説（ディスコー
ス）を介した国家と知的専門職との相互作
用という観点から究明したのがフーコー

（Michel, Foucault）である。
フーコーは、近代社会の特徴を合理性実

現のために専門分業化した社会、すなわち
ネットワーク的な網の目関係の社会に求め
た。そしてそこでの国家と知的専門職との
関係とは一方的な権力関係ではなく戦略的
な互恵関係であるとし、知的専門職側の制
度対応を、ディスコース（言説）を介し
た認知的な現象とみなした（ミルズ, 2006; 

55）。
フーコーにみられる、上記のようなミク

ロ認知的な権力論は二つの点で特徴を持つ。
一点目はボトムアップ型の誘導モデルであ
る。具体的には、国家は専門技術に関して
は素人であることから、その時々の文脈に
応じた誘因を、言説を介して専門職に伝達
し、国家の意思に自発的に従うように仕向
けるポジティブな権力となる（檜垣, 2006; 
17, 20, 25）。

二点目は、専門職に権力への抵抗を認め
るラディカル性であり、そこでの権力関係
とは、静的な実在（構造）ではなく、対立、
拮抗、同調などの無限の多様性をもった動
的な関係であり、作用と反作用が衝突し、
抵抗するダイナミックな関係―ミクロ物理
学―とされる（柳内, 1990; 905-906）。

つまり戦略的な互恵関係のもとで、国家
は制度的言説を介して専門職を自らの利害
に沿うように誘導する一方、専門職の側は
自らの利害に基づいて制度的言説に隠され
た権力性をミクロ認知的に読み取り、戦略
的に対応するのである。そして両者が利害
の実現のために、言説を介して相手に働き
かけるミクロ認知的行為のダイナミズムこ
そが、本稿が目指す大学経営研究の焦点な
のである。

３．２　本稿の分析モデル
最後に本稿が採用する分析モデルについ

て説明する。まず変数については、Oliver
（1991）に示された、組織の制度対応を規
定する先行要因、および制度対応において
組織が行使し得る戦略を簡易化して準用す
る。

つぎに分析モデルの前提について説明す
る。制度的同型化とは専門職業の制度化か
ら見出された概念であり、本稿では制度的
同型化の実プロセスを、政治的諸アクターが、
自らの利害を実現するための社会的な相互
作用と位置づける。それではそうした相互
作用からどのようにして集合的な秩序が生
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制度化された環境

組織の制度対応を規定する五つの要因
（Cause・Constituents・Content・Control・Context）

政　府 専門職組織
政治的な言説

認知的な政治行為
（黙認・妥協・回避・反抗・操作）

じるのであろうか。これについては、集合
的秩序は制度的な言説を介したミクロ認知
的な相互作用から生じるというのがその答
えである。しかしマイヤー社会学は、政府
が制度的な言説を駆使して働きかけるミク
ロ認知的な過程を所与として分析対象とせ
ず、政府が発した制度的言説に対する教育
組織側の情報処理的な自己同一化のみを分
析対象としたことで限界が生じた。そこで
本稿は政府と専門職組織との権力関係につ
いて、政府を社会統治のプリンシパル、専
門職をそのエージェントとみなすとともに、
政府を独立変数、専門職組織を従属変数と
する視座を放棄し、以下のような前提に立つ。

①プリンシパルとしての政府と、エージェ
ントとしての専門職組織とは戦略的な
互恵関係にあり、双方が自らの利害に
基づいて行動する。

②政府と専門職との間には、職業の制度
化に由来した権力関係が存在する。

③政府と専門職との権力関係には、専門
性に由来した情報の非対称性が存在す
る。

④政府から専門職に対する権力は、制度
化された言説を介して行使される。

⑤政府と専門職は、その時々の文脈に応
じて行使する戦略を変える。

⑥専門職組織には個体差があり、すべて
の組織が同様の戦略を行使するわけで
はない。

上記のうち、②は政府が専門職に対して
三つの権力―生存に必要な権限や経営資源
を給付する報酬的権力、報酬給付に関する
ルールを設定する強制的権力、報酬給付の
前段においてルールの順守度に応じて文化
的正当性を認定する規範的権力―を有して
いる、という側面である。以下、③は政府
が自らの利害を実現するには専門職組織か
らの助力を確保しなければならないという
側面、④は政府から教育組織への権力の行
使は言説の制度化または制度化された言説
を介して行使されるという側面、⑤は政府
および専門職組織の戦略には文脈に応じた
バリエーションがあること、そして⑥は専
門職組織における制度対応には経営資源に
応じた能力差があり必ずしも同一のプロセ
スや結果に至らないこと、をそれぞれ意味
している。

最後に本分析モデルについて説明する（図
１）。このモデルは政府と専門職組織との
戦略的な互恵関係において、政府は政治的
言説を介して専門職組織に誘導的に働きか
ける一方、専門職組織は自らの制度対応を
規定する先行要因に制約される形で、五つ
のレパートリーの中から選択し政府に対し
て政治的に対応する。ただしそこでのレパー
トリー選択は、個々の組織の経営資源に規
定されるため、すべての組織において同一
の選択がなされるわけではない。

出典；Oliver（1991；152,160）を参照のうえ筆者作成
図１．大学の制度対応に関する分析モデル
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結論
本稿は経営学、とくに非営利組織論の立

場から、わが国の大学における経営改革の
分析モデルのあり方を問う基礎的な考察で
あり、政府との政治的、財政的な依存関係
にある大学が、自らが埋め込まれた諸制度
に対しどのような経営行動をとるのか、そ
の分析モデルを社会学的新制度論に準拠し
て確定させることが目的であった。

１章では、わが国の大学経営を研究する
ための分析枠組みとしてマイヤー社会学お
よび、それを基礎に発展した社会学的新制
度論の可能性について、二つの研究事例を
用いて考察した。

一つ目は、わが国の大学における1990年
代以降の経営改革を、政府による大学の管
理制度改革および財政援助との関係におい
て究明するために本稿が設定した「他律的
な自律化」のパラドクスという仮説に関す
る考察であった。この仮説の中心は、経営
改革の一連プロセスにおいて目標設定段階
における自律性の有無と、目標達成段階に
おける主体性の有無であり、それによって
大学の経営改革プロセスは四つ（象限Ⅰ、Ⅱ、
Ⅲ、Ⅳ）に類型化された。

1990年代以降の制度改革における政策上
の建前は、大学の経営改革が自律的かつ主
体的な行為であることを前提とすることか
ら、その位置は象限Ⅳである。しかしその
実態は、政府が設定した「自律的な大学」
という目標（大学像）に、大学が「主体的」
に同一化するのであるから、その位置は象
限Ⅱとなる。そして他者によって設定され
た「自律的な大学」という自己像に、大学
が「主体的」に同一化するという側面から
判断すれば、それは政府に誘導された他律
的な現象であり、この点を以て本稿は「他
律的な自律化」のパラドクスと命名した。

また本稿は、大学側がそうしたパラドク
スを問題視し難い理由についても考察した。
大学は「自らがいかにして永続するか」と
いう問題意識のもとに、その関心を政府が

大学への職業特権や財政の援助について規
定した「制度化されたルール」にむけ、政
府が要求する大学像に対して自らを「主体
的」に同型化させることで永続を勝ち取り、
その帰結として大学が永続し得る限り、日
常に存在する「他律的な自律化」のパラド
クスを疑わない自然的態度を保持する、と
の結論を導いた。

二つ目は、制度適応における大学間の認
知能力差という論点であった。人間の行為は、
自らが認知し理解した範囲でしかなし得な
いという意味において認知的であり、スコッ
トが示したように制度は認知的な機能を有
し、たとえば教育制度のなかに職業特権を
得るためにどのように成長すべきかの「模
範解答」が内包されているように、制度は
参加者に対して目的や目標を与え新たな主
体（Subject）を創発するという機能が内
包されていた。ただし制度から「模範解答」
を読み取れるか否かはミクロ的な認知能力
に規定され、そのあり方は受動的で機械的
な情報処理と、それを脱した能動的で有機
的な意味解釈に分かれた。

以上の二つの事例をもとに、本稿は分析
モデルとして有効性を発揮し得る対象とし
て、①社会学的新制度論の代名詞とされた

「制度的同型化」、すなわち言語表象（言葉）
をあたかも実在物のごとく内部に取り込む

「物象化」現象、②言語表象（言葉）を咀
嚼し自らの文脈に沿って再構成する「意味
解釈」現象、の二つを示し、社会学的新制
度論には、そうした言語表象（言葉）を介
した大学と制度との認知的な相互作用を分
析するための枠組みとしての可能性が開け
ている、と結論づけた。

２章は分析枠組みとしての社会学的新制
度論の限界に関する考察であり、先行研究
は制度に埋め込まれた行為者による制度変
革を説明できない点を限界として指摘した。
しかし本稿においては社会学的新制度論が
制度変革を論じない点を、分析枠組みとし
ての限界とはみなさなかった。なぜなら営
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利組織と非営利組織とでは生存環境が異な
るからである。制度的環境からの拘束が強
く技術的環境からの拘束が弱い教育組織と、
制度的環境からの拘束が弱く技術的環境か
らの拘束が強い企業とでは、生存環境が異
なるため、教育組織について制度変革を論
じない点は必ずしも分析枠組みとしての限
界を意味しないからである。本稿の問題設
定からすれば、焦点は制度構成者による制
度変革ではなく、制度構成者が実際に、ど
のように制度に対応しているのか、その認
知的な実態である。ゆえに本稿における社
会学的新制度論の限界とは、それが制度構
成者における制度対応の認知的な実態に踏
み込まない点であった。

その際、制度的同型化の実プロセスに踏
み込まなかったのは、マイヤーらの研究の
動機が、合理的な能力証明として認知され
ていた米国の教育制度が、機能的な非合理
性によって維持されていたことの究明に置
かれていたことで、その論点がマクロ社会
の秩序化を制度的同型化という静態的な均
衡状態に据えられ、政治的な諸アクターの
権力関係や利害など、制度的同型化の実プ
ロセスに踏み込む必然性を持たなかったこ
とがその理由であった。

３章は、２章で確認した大学経営の分析
枠組みとしての社会学的新制度論の限界に
対する本稿の代替案に関する考察であり、
最初にOliver（1991）に基づき、組織に能
動性と戦略性を認め、組織を制度に従うだ
けでなく制度に働きかける主体的な存在と
みなす資源依存理論の視座、および組織ま
たは制度的環境における文脈に応じて組織
が発揮し得る五つの戦略を採用することと
した。そのうえで政府と大学との相互作用を、
言説を介したミクロ認知的な現象とみなし、
両者が自ら利害の実現のために、言説を介
して他者に働きかける戦略的行為の動態を、
本稿における大学経営研究の論点とした。

以上を踏まえ分析に際しての五つの前提
を設定し、最後に政府と大学との政治的な

相互作用を認識論的に分析するためのモデ
ルを確定させた。

最後に、本稿の意義と課題を述べる。 
社会学的新制度論の基礎をつくったマイ
ヤー社会学は、社会的構成主義の視座に準
拠しており、本稿はそうしたマイヤー社会
学の視座と論理に準拠し、大学の組織個体
群の秩序生成を、知識（言語表象）を介し
たミクロ認知的な相互作用の帰結としてと
らえたことで新たな仮説や論点を見出した。
ゆえに社会学的新制度論には、政府と大学
間で展開されるミクロ認知的で解釈的な相
互作用の究明において分析枠組みとしての
可能性が開けており、またそうした研究こ
そが本稿が目指すべき大学経営研究である。
ただしわが国においては本稿のような研究
は発展途上であり、その道のりは険しい。
その理由は、社会科学としての大学経営研
究の例外性にある。

大学の経営現象を究明する研究者は、大
学という自らの研究対象の内部に埋め込ま
れ、そこから生活の糧を得ている。それに
もかかわらず、自らの日常的なバイアスか
ら独立し、大学という研究対象を外部者的
な第三者として批判的に観察するという態
度は、近代科学が想定しない科学的営為で
ある。

大学とは、われわれ大学の研究者が利害
を得ている日常世界である。そして 政府
が大学改革の目標設定者（大学像の規定者）
であることは、 大学の研究者が自らの日常
生活から経験的に学習した「常識」であり、
また政府によって打ち出された諸ルール
が「合理化された神話」であることを理解
していたとしても、自らの生存戦略として

「儀礼的に同型化」する。そうした状況ゆ
えに、大学経営の研究を究明しようとして
も、日常の生活者としての利害や自然的な
態度によって、経営学者が第三者として企
業の経営行動を研究するようには、科学者
としての批判性や客観性を発揮し難い。つ
まり大学経営の研究者は、自らが研究対象
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に埋め込まれていることで、自己言及のパ
ラドクス－自己に関する具体的な言及と抽
象的な言及を同時並行的に行うことで生じ
る論理矛盾－に陥り、日常生活者としての
自然的な態度によって、科学者としての研
究対象（大学経営）への批判的かつ懐疑的
な態度が駆逐されてしまうのである。その
結果、1990年代以降のわが国における政府
と大学との関係が、18世紀ドイツの啓蒙君
主と臣民または19世紀ドイツの開明官僚と
大学教授職との関係と相似形であることが
見逃される。

そうした状況のなかで、大学理事者が制
度適応の切り札として学内にIR（Institutional 
Research）部門を設置し日常の業務遂行
のための知識を探求することはあっても、
本稿が「他律的な自律化」のパラドクスと
して仮説化したように、自らが埋め込まれ
た制度的環境の矛盾に気づき、その矛盾が
出現する原理を解明しようとする学術研究
へと発展することは稀である。つまり大学
という日常世界に生活する者でありながら
自らの自然的態度を克服し、日常生活者と
しての懐疑を学術研究へと一歩前進させた
点が本稿の意義である。ただし今回は仮説
と分析モデルを確定させたに過ぎず、その
有効性は実証されていない。そこでこの二
つを実証することが本稿における今後の課
題である。
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A Study on the Analytical Framework of University Management 
Research （2）: Focusing on the Possibilities and Limitations of the 
Sociological New Institutional Theory

Tsutomu HIRATSUKA

　This paper is a basic study of the effectiveness of sociological new 
institutional theory as an analytical model for management reform in 
Japanese universities from the standpoint of non-profit organizations.
　Sociological New Institutionalism is characterized by its 
microcognitive explanation of the emergence of society as the result 
of human beings following the same social norms. Therefore, this 
paper considers university management as a cognitive phenomenon 
based on the sociological new institutional theory, and investigates 
the following three issues.
　The first is to present the potential of sociological new 
institutionalism as an analytical model in university management 
research. In Chapter 1, we construct hypotheses and arguments 
regarding the adaptive behavior of universities to the reform of 
the university management system since the 1990s in accordance 
with sociological new institutionalism. The second is to identify 
the limitations of sociological new institutionalism as an analytical 
model （Chapter 2）. The third is to overcome the limitations of the 
analytical framework identified in Chapter 2, and to describe an 
alternative model for this paper in Chapter 3.

Keywords:University Management Research, Analytical Framework, Sociological New Institutionalism
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